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Ⅰ．令和６年 12 ⽉２⽇に保険証発⾏は廃⽌されます 

1. 12 ⽉２⽇以後は健康保険被保険者証が発⾏されません 
  健康保険証は今年の 12 ⽉２⽇に廃⽌されます。マイナ保険証による受診に変更になりま
すが、経過措置として令和７年 12 ⽉ 1 ⽇までは健康保険証が使えます。それ以降は使⽤停
⽌になります。   

2. 受診⽅法 
    令和 7 年 12 ⽉１⽇までに①か②のいずれかの⼿続きが必要です。 

① マイナンバーカードを健康保険証に登録して使⽤（以下、マイナ保険証といいます） 
登録済みであれば現時点でも利⽤できるのはご承知の通りです。マイナ保険証で受診する
と、⾼額な医療費が必要なときの限度額認定証の発⾏⼿続きは不要です。70 歳以上の
⾼齢受給者証の提⽰も不要です。 
なお、もし医療機関でマ
イナ保険証が読み取れ
ないときは、マイナ保険証
と「資格情報のお知らせ」
または、マイナ保険証とマ
イナポータルから医療保
険の資格情報」を表⽰し
て受診します。 
 

② 資格確認書を⼊⼿する 
マイナ保険証を使わずに受診したいとき、⻩⾊いプラスチック製の「資格確認書」で受診し
ます。デジタル庁は、マイナ保険証を持っていない⼈には、令
和６年 12 ⽉２⽇以降、保険者から「資格確認書」を⼿
続きなしで順次交付するとしています。（協会けんぽの対応
は、しばらくお待ちください） 
 

ワ ン ズ オ フ ィ ス 社 労 ⼠ 事 務 所 / ワ ン ズ ラ イ フ コ ン パ ス  
 マ ン ス リ ー ニ ュ ー ス  

〜 1 2 ⽉ か ら の マ イ ナ 保 険 証 関 連 / 事 務 ト ピ ッ ク ス 〜       
２ 0 2 4 / 1 0 / 2 8  3 0 9 号  



なお、限度額認定証の発⾏⼿続きや⾼齢受給者証の提⽰も別途必要です。 
マイナ保険証のメリット（医療機関への処方薬の情報提供等）がありません。 
資格確認書の有効期間は４~５年です。 
ただし、経過措置として令和７年 12 ⽉ 1 ⽇まではお⼿持ちの健康保険証が使えます。 
 

3. 令和６年 12 ⽉２⽇以降、入社・扶養家族に入れる・退社などのお手続きにはご注意 
① ⼊社や被扶養者に⼊る⼿続きをするとき 

資格取得届や被扶養者異動届は、これまで通り届け出ます。⼿続きが完了すると、健康
保険証は発⾏されませんが「資格情報のお知らせ」という先⽇全員に届いた紙のカードが事
業主に送られてきます。 
「資格情報のお知らせ」には、傷病⼿当⾦などの給付⾦を申請するときや、医療機関でマ

イナ保険証が読み取れないときに必要な情報が記載されていますので、ご本⼈が保管してく
ださい。 
一方で 12 ⽉２⽇以降、マイナ保険証を登録していない等の理由で使えない⼈は、取得
届・被扶養者異動等の「資格確認証発⾏」欄に✔印を入れると、⻩⾊いプラスチック製の
「資格確認証」（前頁のレイアウトイメージ図）が交付されます。マイナ保険証をお持ち
でない⼈は資格確認証の交付欄に✔印を⼊れて取得等の届出をしてください。後でも発⾏
可能ですが、かなり遅れるようです。 
マイナ保険証が使えない⼈の取得等を当方へお⼿続き依頼される時には、「資格確認証」
が必要な人は、「発⾏が必要」とお知らせください。 

② 退職するとき 
現在、健康保険被保険者証をお持ちの人が退職する時は、当面は退職時に年⾦機構へ
返却します。（令和７年 12 ⽉２⽇以降も返却不要になるかどうかは未定） 
また、「資格確認証」や「高齢者受給者証」を持っている人は、退職時に返却が必要です。 
紙のカードの「資格情報のお知らせ」は退職時に返却不要です。 
 

Ⅱ. 11 ⽉の事務トピックス 
 
1. 年末調整の申告書配布しました。国税庁のページに年末調整特集が掲載されました。 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm 
令和６年は定額減税に関する事務を⾏いながら計算をする必要があります。当オフィスが給与計算代
⾏させていただいている企業様には、申告書配布と提出方法を１０⽉ 22 ⽇頃にご連絡済みです。今
回も申告書等のご提出期限に合わせて揃えていただくようにご協⼒をお願いします。 


